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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成23年5月6日(2011.5.6)

【公開番号】特開2010-44934(P2010-44934A)
【公開日】平成22年2月25日(2010.2.25)
【年通号数】公開・登録公報2010-008
【出願番号】特願2008-207660(P2008-207660)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｍ   4/86     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   8/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｍ   4/86    　　　Ｔ
   Ｈ０１Ｍ   8/02    　　　Ｋ
   Ｈ０１Ｍ   8/02    　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成23年3月23日(2011.3.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｎｉを主成分として含む板状の基体の少なくとも一部に、イオンを通す電解質を含む電
解質膜を形成する工程と、
　次に、前記電解質膜上の少なくとも一部に、空気極を形成する工程と、
　次に、前記基体における前記電解質膜によって覆われていない領域のうち少なくとも一
部をアルコールと塩化リチウムとを含む電解液を用いて電解エッチングする工程とを含む
ことを特徴とする燃料電池の製造方法。
【請求項２】
　請求項１記載の燃料電池の製造方法において、
　前記電解質膜を形成する工程は、
　前記基体の表面のうち前記電解質膜及び空気極を形成する部分にＹＳＺ膜を形成する工
程を含み、
　前記空気極を形成する工程は、
　前記ＹＳＺ膜における前記基体とは反対側の面にＬＳＭ膜又はＬＳＣ膜を形成する工程
を含むことを特徴とする燃料電池の製造方法。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の燃料電池の製造方法において、
　前記空気極を形成する工程の後であって、前記電解エッチングする工程の前に、前記基
体における前記電解質膜によって覆われていない領域のうち少なくとも一部にＮｉＣｒ膜
を形成する工程を含み、
　前記電解エッチングする工程は、前記基体のＮｉＣｒ膜が形成された部分の少なくとも
一部をエッチングすることを特徴とする燃料電池の製造方法。
【請求項４】
　請求項１又は２に記載の燃料電池の製造方法において、
　前記電解質膜及び前記空気極を形成する工程の後であって、前記電解エッチングする工
程の前に、前記基体における前記電解質膜によって覆われていない領域のうち少なくとも
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一部にＡｌ２Ｏ３膜を形成する工程を含み、
　前記電解エッチングする工程は、前記基体のＡｌ２Ｏ３膜が形成された部分の少なくと
も一部をエッチングすることを特徴とする燃料電池の製造方法。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の燃料電池の製造方法において、
　前記電解エッチングする工程は、少なくとも前記空気極を覆うようにマスクを形成する
工程を含むことを特徴とする燃料電池の製造方法。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の燃料電池の製造方法において、　前記電解エッチ
ングする工程は、前記基体における前記電解質膜及び前記空気極が形成された領域を除く
部分のうち少なくとも一部を前記電解液に浸漬する工程を含むことを特徴とする燃料電池
の製造方法。
【請求項７】
　イオンを通す電解質膜と、当該電解質膜の一方の面に形成された燃料極と、前記電解質
膜の他方の面に形成された空気極とを備え、
　前記燃料極は、多孔質なＮｉを主成分として含み、なおかつ前記電解質膜に含まれる酸
化物を含まないことを特徴とする燃料電池。
【請求項８】
　請求項７に記載の燃料電池において、
　前記燃料極は、表面にＡｌ２Ｏ３の薄膜が存在していることを特徴とする燃料電池。
【請求項９】
　請求項７又は８記載の燃料電池において、
　前記電解質膜は、ＹＳＺであることを特徴とする燃料電池。
【請求項１０】
　請求項７～９のいずれか一項に記載の燃料電池において、
　前記空気極は、ＬＳＭ又はＬＳＣであることを特徴とする燃料電池。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　請求項１記載の発明に係る燃料電池の製造方法は、
　Ｎｉを主成分として含む板状の基体の少なくとも一部に、イオンを通す電解質を含む電
解質膜を形成する工程と、
　次に、前記電解質膜上の少なくとも一部に、空気極を形成する工程と、
　次に、前記基体における前記電解質膜によって覆われていない領域のうち少なくとも一
部をアルコールと塩化リチウムとを含む電解液を用いて電解エッチングする工程とを含む
ことを特徴としている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の燃料電池の製造方法において、
　前記電解質膜を形成する工程は、
　前記基体の表面のうち前記電解質膜及び空気極を形成する部分にＹＳＺ膜を形成する工
程を含み、
　前記空気極を形成する工程は、
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　前記ＹＳＺ膜における前記基体とは反対側の面にＬＳＭ膜又はＬＳＣ膜を形成する工程
を含むことを特徴としている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　請求項３記載の発明は、請求項１又は２記載の燃料電池の製造方法において、
　前記空気極を形成する工程の後であって、前記電解エッチングする工程の前に、前記基
体における前記電解質膜によって覆われていない領域のうち少なくとも一部にＮｉＣｒ膜
を形成する工程を含み、
　前記電解エッチングする工程は、前記基体のＮｉＣｒ膜が形成された部分の少なくとも
一部をエッチングすることを特徴としている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　請求項４記載の発明は、請求項１又は２に記載の燃料電池の製造方法において、
　前記電解質膜及び前記空気極を形成する工程の後であって、前記電解エッチングする工
程の前に、前記基体における前記電解質膜によって覆われていない領域のうち少なくとも
一部にＡｌ２Ｏ３膜を形成する工程を含み、
　前記電解エッチングする工程は、前記基体のＡｌ２Ｏ３膜が形成された部分の少なくと
も一部をエッチングすることを特徴としている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　請求項５記載の発明は、請求項１～４のいずれか一項に記載の燃料電池の製造方法にお
いて、
　前記電解エッチングする工程は、少なくとも前記空気極を覆うようにマスクを形成する
工程を含むことを特徴としている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　請求項６記載の発明は、請求項１～４のいずれか一項に記載の燃料電池の製造方法にお
いて、
　前記電解エッチングする工程は、前記基体における前記電解質膜及び前記空気極が形成
された領域を除く部分のうち少なくとも一部を前記電解液に浸漬する工程を含むことを特
徴としている。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　請求項７記載の発明に係る燃料電池は、
　イオンを通す電解質膜と、当該電解質膜の一方の面に形成された燃料極と、前記電解質
膜の他方の面に形成された空気極とを備え、
　前記燃料極は、多孔質なＮｉを主成分として含み、なおかつ前記電解質膜に含まれる酸
化物を含まないことを特徴としている。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　請求項８記載の発明は、請求項７に記載の燃料電池において、
　前記燃料極は、表面にＡｌ２Ｏ３の薄膜が存在していることを特徴としている。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　請求項９記載の発明は、請求項７又は８記載の燃料電池において、
　前記電解質膜は、ＹＳＺであることを特徴としている。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　請求項１０記載の発明は、請求項７～９のいずれか一項に記載の燃料電池において、
　前記空気極は、ＬＳＭ又はＬＳＣであることを特徴としている。
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